
○逗子市木造住宅耐震改修事業補助金交付要綱 

平成24年４月１日 

逗子市要綱 

改正 平成25年４月１日要綱 

平成28年４月１日要綱 

令和３年４月１日要綱 

逗子市木造住宅耐震改修事業補助金交付要綱（平成19年10月２日施行）の全部を改正

する。 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、木造住宅の耐震化を図ることにより震災に強いまちづくりを推進

するため、地域住宅計画（地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等

に関する特別措置法（平成17年法律第79号）第６条第１項の規定に基づき作成された

地域住宅計画をいう。）に基づき行う耐震診断、耐震改修工事等及び耐震シェルター

等の設置の費用に対して予算の範囲内で補助金を交付することに関し、必要な事項を

定めるものとする。 

（用語の意義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

(１) 木造住宅 昭和56年５月31日以前に建築確認を得て着工した地上２階建て以下

の戸建住宅（兼用住宅を含む。）をいう。 

(２) 簡易耐震診断・簡易耐震診断結果報告書 湘南三浦建築設計協会が認めた者（以

下「耐震部会員」という。）が、木造住宅の耐震診断と補強方法（国土交通省住宅

局建築指導課監修、財団法人日本建築防災協会（昭和54年４月２日に財団法人日本

建築防災協会という名称で設立された法人をいう。）発行）の「誰でもできるわが

家の耐震診断」に準じて行う現地調査（以下「簡易耐震診断」という。）と、それ

により作成する報告書をいう。 

(３) 一般耐震診断・一般耐震診断結果報告書 耐震部会員が、木造住宅の耐震診断

と補強方法に準じて行う一般耐震診断（以下「一般耐震診断」という。）と、それ

により作成する報告書をいう。 

(４) 耐震改修計画書 一般耐震診断により作成する耐震改修計画書をいう。 



(５) 耐震補強設計図書 耐震改修計画書に基づき耐震部会員が作成する耐震補強工

事を施工するために必要な工事図面、仕様書等をいう。 

(６) 耐震補強工事 耐震部会員による耐震補強設計図書及び耐震補強工事に係る監

理に基づき、建設業法（昭和24年法律第100号）第３条に規定する許可（建築工事業

又は大工工事業に限る。）を受けた者が行う、一般耐震診断による総合評点が1.0未

満の木造住宅を、総合評点1.0以上に補強する工事をいう。 

(７) 耐震補強工事に係る監理 耐震部会員が耐震補強工事の施工に関し行う中間検

査、完了検査及び監理報告書の作成をいう。 

(８) 耐震シェルター等 地震発生時に居住している住宅の倒壊から自らの命を守る

ための装置で、公的機関により耐震実験を行い、安全性の評価を受けた耐震シェル

ター又は防災ベッドをいう。 

（平成25年４月１日・一部改正） 

（補助金の種類及び対象経費） 

第３条 補助金の種類は次のものとする。 

(１) 簡易耐震診断補助金 簡易耐震診断結果報告書の作成に係る経費に対する補助

金をいう。 

(２) 一般耐震診断補助金 一般耐震診断結果報告書及び耐震改修計画書の作成に係

る経費に対する補助金をいう。 

(３) 耐震補強工事等補助金 耐震補強設計図書の作成、耐震補強工事に係る監理及

び耐震補強工事に係る経費に対する補助金をいう。 

(４) 耐震シェルター等補助金 耐震シェルター又は防災ベッドを設置する経費に対

する補助金をいう。 

（補助対象となる木造住宅） 

第４条 補助の対象となる木造住宅は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

(１) 市内に存する木造住宅で、自己が所有し、かつ、現に自己の居住の用に供する

もの（その所有し、かつ、現に居住の用に供する木造住宅が２以上ある場合は、主

たる居住の用に供すると認められる一の木造住宅に限る。）。ただし、当該木造住

宅が逗子市緊急輸送道路の沿道建築物耐震化促進事業補助金交付要綱（平成28年４

月１日施行）第２条第２号本文に規定する沿道建築物の場合は、自己の居住の用に

供することを要しない。 



(２) 兼用住宅にあっては、延べ床面積の２分の１以上を住宅の用に供するもの 

(３) 耐震補強工事等補助金においては、一般耐震診断で総合評点が1.0未満のもの。

耐震シェルター等補助金においては、簡易耐震診断又は一般耐震診断で総合評点が

1.0未満のもの 

(４) 過去にこの要綱（廃止前の逗子市木造住宅簡易耐震診断事業補助金交付要綱（平

成16年４月１日施行）及び改正前の逗子市木造住宅耐震改修事業補助金交付要綱（平

成19年10月２日施行）を含む。）による同一種類の補助金の交付を受けていないも

の 

（平成28年４月１日・一部改正） 

（補助対象となる者） 

第５条 この要綱において、補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいず

れにも該当するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限

りでない。 

(１) 本市に住所を有する者で前条に規定する木造住宅を自ら所有し、かつ、現に自

己の居住の用に供する者。ただし、当該木造住宅が逗子市緊急輸送道路の沿道建築

物耐震化促進事業補助金交付要綱（平成28年４月１日施行）第２条第２号本文に規

定する沿道建築物の場合は、自己の居住の用に供することを要しない。 

(２) 市税を滞納していない者 

(３) 交付決定通知日以降、その年度の２月末日までに耐震補強工事又は耐震シェル

ター等の設置を完了し、及び完了実績報告書を提出することができる者 

(４) 耐震シェルター等補助金においては、過去にこの要綱による当該補助金の交付

を受けていない者 

（平成28年４月１日・一部改正） 

（補助金の額等） 

第６条 補助金の額は、次の各号に掲げる補助金の区分に応じ、当該各号に定めるとお

りとする。 

(１) 簡易耐震診断補助金 これに要する経費の４分の３の額とし、１万５千円を限

度とする。 

(２) 一般耐震診断補助金 これに要する経費の７分の４の額とし、４万円を限度と

する。 



(３) 耐震補強工事等補助金 これに要する経費の２分の１の額とし、50万円を限度

とする。 

(４) 耐震シェルター等補助金 これに要する経費の２分の１の額とし、25万円を限

度とする。 

２ 前項各号の規定により算出したそれぞれの補助金の額に1,000円未満の端数がある

ときは、これを切り捨てるものとする。 

（平成25年４月１日・一部改正） 

（補助金の交付申請） 

第７条 簡易耐震診断補助金及び一般耐震診断補助金の交付を受けようとする者は、耐

震診断補助金交付申請書（第１号様式）に、次の書類を添えて市長に提出しなければ

ならない。 

(１) 建築確認通知書（写） 

(２) 建物平面図 

(３) 市税納付状況等確認同意書 

(４) その他市長が必要があると認める書類 

２ 耐震補強工事等補助金の交付を受けようとする者は、耐震補強工事等・耐震シェル

ター等補助金交付申請書（第２号様式）に、次の書類を添えて市長に提出しなければ

ならない。 

(１) 一般耐震診断結果報告書 

(２) 耐震改修計画書 

(３) その他市長が必要があると認める書類 

３ 耐震シェルター等補助金の交付を受けようとする者は、耐震補強工事等・耐震シェ

ルター等補助金交付申請書に、次の書類を添えて市長に提出しなければならない。  

(１) 簡易耐震診断結果報告書又は一般耐震診断結果報告書 

(２) その他市長が必要があると認める書類 

４ 前３項の規定による申請は、国が指定する社会資本整備総合交付金の当該年度最終

変更申請日若しくは当該年度１月末日までのいずれか早い日までに行わなければなら

ない。 

（平成28年４月１日・一部改正） 

（交付決定の通知等） 



第８条 市長は、前条第１項の規定により申請があったときは、その内容を審査し、そ

の適否を決定し、その結果を耐震診断補助金交付決定通知書（第３号様式）により通

知するものとする。 

２ 市長は、前条第２項及び第３項の規定により申請があったときは、その内容を審査

し、その適否を決定し、その結果を耐震補強工事等・耐震シェルター等補助金交付決

定通知書（第４号様式）により通知するものとする。 

３ 市長は、前２項の規定により補助金の交付を決定する場合において必要があると認

めるときは、条件を付すことができる。 

（事業計画の変更等の承認） 

第９条 前条第１項及び第２項の規定による交付決定の通知を受けた者は、補助事業の

内容を変更し、又は取り下げようとする場合は、計画変更等申請書（第５号様式）を

市長に速やかに提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定により申請があったときは、その内容を審査し、その適否を決

定し、その結果を計画変更等承認通知書（第６号様式）により通知するものとする。  

（着手届） 

第10条 第８条第２項の規定による交付決定の通知を受けた者は、耐震補強工事に着手

しようとするときは、耐震補強工事等着手届（第７号様式）に、次の書類を添えて市

長に提出しなければならない。 

(１) 耐震補強設計図書 

(２) 耐震補強工事に係る見積書の写し 

(３) 工事監理契約書の写し 

(４) 工事契約を証するものの写し 

(５) 当該耐震補強工事を契約した者の建設業許可書の写し 

（完了実績報告書） 

第11条 耐震補強工事を完了した者は、耐震補強工事等完了実績報告書 （第８号様式）

に、次の書類を添えて市長に提出しなければならない。 

(１) 工事監理報告書 

(２) 工事管理写真 

(３) 当該耐震補強工事を契約した者が作成した耐震補強工事に係る工事費用内訳書  

(４) 領収書の写し 



(５) その他市長が必要があると認める書類 

２ 耐震シェルター又は防災ベッドの設置を完了した者は、耐震シェルター等設置完了

実績報告書（第９号様式）に、次の書類を添えて市長に提出しなければならない。  

(１) 写真 

(２) 領収書の写し 

(３) その他市長が必要があると認める書類 

３ 前２項の完了実績報告書は、耐震補強工事又は耐震シェルター等の設置完了の日か

ら起算して30日を経過した日又は交付決定を受けた日の属する年度の２月末日のいず

れか早い日までに提出しなければならない。 

（補助金の額の確定通知） 

第12条 市長は、前条の完了実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、交

付決定の内容に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を決定し、補助金確

定通知書（第10号様式）により通知するものとする。 

（補助金の請求等） 

第13条 簡易耐震診断補助金の交付を受けようとする者は、耐震診断補助金交付請求書

（第11号様式）に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。 

(１) 簡易耐震診断結果報告書 

(２) 領収書の写し 

(３) その他市長が必要があると認める書類 

２ 一般耐震診断補助金の交付を受けようとする者は、耐震診断補助金交付請求書に次

の書類を添えて市長に提出しなければならない。 

(１) 一般耐震診断結果報告書 

(２) 耐震改修計画書 

(３) 領収書の写し 

(４) その他市長が必要があると認める書類 

３ 耐震補強工事等補助金及び耐震シェルター等補助金の交付を受けようとする者は、

第11条の完了実績報告書を提出した後に耐震補強工事等・耐震シェルター等補助金交

付請求書（第12号様式）を市長に提出しなければならない。 

４ 市長は、前３項の規定による支払の請求があったときは、速やかに補助金を交付す

るものとする。 



（決定の取消し） 

第14条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、

補助金の全部又は一部について交付の決定を取り消すことができる。 

(１) 虚偽の申請その他不正の手段により交付の決定を受けたとき。 

(２) この要綱の規定に違反したとき。 

(３) その他市長が必要があると認めるとき。 

２ 市長は、前項の規定に基づき補助金の全部又は一部について交付の決定を取り消し

たときは、補助金交付決定取消通知書（第13号様式）により通知するものとする。 

（補助金の返還） 

第15条 市長は、前条の規定により補助金の全部又は一部について交付の決定を取り消

した場合において当該取消しに係る補助金が既に交付されているときは、期限を定め

てその返還を命じるものとする。 

（委任） 

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成24年４月１日から施行する。 

（逗子市木造住宅簡易耐震診断事業補助金交付要綱の廃止） 

２ 逗子市木造住宅簡易耐震診断事業補助金交付要綱は、廃止する。 

（経過措置） 

３ この要綱の施行の際現に廃止前の逗子市木造住宅簡易耐震診断事業補助金交付要綱

の規定により行われた簡易耐震診断又は改正前の逗子市木造住宅耐震改修事業補助金

交付要綱の規定により行われた一般耐震診断は、この要綱の規定により行われた簡易

耐震診断又は一般耐震診断とみなす。 

附 則（平成25年４月１日） 

この要綱は、平成25年４月１日から施行する。 

附 則（平成28年４月１日抄） 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年４月１日） 



（施行期日） 

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際、現に使用している各様式については、当分の間これを取り繕

い使用することができる。 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



第１号様式（第７条関係） 

（令和３年４月１日・一部改正） 

第２号様式（第７条関係） 

（平成25年４月１日・全改、令和３年４月１日・一部改正） 

第３号様式（第８条関係） 

第４号様式（第８条関係） 

（平成25年４月１日・全改） 

第５号様式（第９条関係） 

（令和３年４月１日・一部改正） 

第６号様式（第９条関係） 

第７号様式（第10条関係） 

（令和３年４月１日・一部改正） 

第８号様式（第11条関係） 

（令和３年４月１日・一部改正） 

第９号様式（第11条関係） 

（令和３年４月１日・一部改正） 

第10号様式（第12条関係） 

第11号様式（第13条関係） 

（令和３年４月１日・一部改正） 

第12号様式（第13条関係） 

（令和３年４月１日・一部改正） 

第13号様式（第14条関係） 

 


